
時間制運賃における最低保障について

時 庫前 び 庫後 検等 な時 時 庫前 時

資料４

現行の最低運賃３時間に加え、出庫前及び帰庫後の点検等に必要な時間として２時間（出庫前１時
間、帰庫後１時間）を加えたものを新たな運賃・料金制度における最低運賃としてはどうか。

考え方①
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現行の最低運賃（３時間）を維持し
つつ、出庫前及び帰庫後の点検等の

考え方②

庫
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庫
） ２時間分を全ての運行に加算する。

＜３時間運行の場合＞
５（時間） × （時間単価） ＝ （時間制運賃）

＜１０時間運行の場合＞
１２（時間） × （時間単価） ＝ （時間制運賃）


